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「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の結果について 

 
日本年金機構では、平成 26年度から特に強制徴収の取組を強化し、平成 29年度におい

ては、平成 29年 12月及び平成 30年 1月において国民年金保険料の強制徴収の取組を集

中的に実施してまいりました。（平成 29 年 12 月 1 日付けﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ「「国民年金保険料強制

徴収集中取組月間」の実施について」参照） 

この期間における取組結果等は、次のとおりです。 

 

１ 取組結果 

 

平成 29 年 11 月までに督促を行った強制徴収対象者のうち、控除後所得額 300 万円

以上かつ未納月数 13月以上の方（控除後所得 350万円以上である場合は、未納月数 7

月以上の方）等で保険料が未納付の方（37,780 人）に対して、平成 29 年 12 月から平成

30年 1月に集中して財産調査や差押えなどの手続を実施。 

  （結果） 

 控除後所得額 

300万円以上※1 

控除後所得額 

1,000万円以上(再掲) 

対象者 37,780人 2,111人 

納付された方 ※2 18,677人 1,364人 

 うち差押え実施 ※3 3,810人 391人 

継続して財産調査中 19,103人 747人 

※1 控除後所得 350 万円以上である場合は、未納月数 7 月以上の方。 

※2 納付された方、納付の約束をされた方及び差押えにより保険料を収納した方の合計人数。 

※3 差押えにより国民年金保険料を収納した人数。 
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２ 今後の取り組み 

    

日本年金機構においては、国民年金制度への信頼を確保するため、引き続き、国民年 

金保険料を納付する資力をお持ちでありながら、度重なる納付督励にも応じていただけな 

い方に対する強制徴収を段階的に拡大し徹底してまいります。 

平成 30年度においては、控除後所得額 300万円以上かつ未納月数 7月以上の滞納者

に対して早期に督促を実施するとともに、強制徴収に集中的に取り組む期間を設けること

としております。 

 

（参考：強制徴収の実施状況） 

取組年度 最終催告状（注 1） 督促状（注 2） 財産差押 
 

完納 

平成 29年 4月～ 

平成 30年 3月分 

103,614件 

（8,134件） 

66,270件 

（4,547件） 

14,344件 

（866件） 

 80,446件 

（6,715件） 

平成 28年 4月～ 

平成 29年 3月分 

85,342件 

（7,488件） 

50,423件 

（3,591件） 

13,962件 

（605件） 

 76,758件 

（5,069件） 

注１） 最終催告状…強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書。記載した指定期限までに納付を 

   求め、指定期限までに納付されない場合は、滞納処分（財産差押え）を開始することを明記している。 

注２） 督促状………最終催告状送付後、指定期限までに納付されない者に対し納付を督促する文書。督促状の指定 

期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、延滞金が課せられるほか、滞納者だけでなく連帯納付 

義務者（滞納者の世帯主や配偶者）の財産差押えが実施される。 

注３） 括弧内は、控除後所得額 1,000 万円以上の方の再掲。 

    

    

３．その他 

 

   各都道府県の記者クラブ等に同様の公表を行います。 

 

 

 

以  上 



＜参考１＞

（単位：人）

うち所得1,000万
円以上（※）

うち所得1,000万
円以上（※）

うち所得1,000万
円以上（※）

うち所得1,000万
円以上（※）

全国 37,780 2,111 18,677 1,364 3,810 391 19,103 747

北海道 1,031 57 622 48 191 16 409 9
青森県 294 12 191 9 52 3 103 3
岩手県 246 10 169 6 45 3 77 4
宮城県 557 20 344 16 70 5 213 4
秋田県 166 2 100 1 9 0 66 1
山形県 155 3 99 1 29 0 56 2
福島県 408 14 204 12 61 5 204 2
茨城県 729 21 461 12 133 7 268 9
栃木県 465 16 198 10 62 8 267 6
群馬県 510 8 262 5 42 2 248 3
埼玉県 3,114 145 1,514 97 458 24 1,600 48
千葉県 1,548 68 790 47 96 13 758 21
東京都 7,531 714 3,068 400 512 76 4,463 314
神奈川県 3,515 246 1,825 190 175 37 1,690 56
新潟県 444 19 249 15 44 1 195 4
富山県 203 3 110 2 52 0 93 1
石川県 175 4 102 4 47 4 73 0
福井県 137 3 70 3 18 1 67 0
山梨県 227 6 146 5 13 3 81 1
長野県 393 14 257 11 48 1 136 3
岐阜県 476 18 273 15 101 3 203 3
静岡県 1,102 44 454 36 123 13 648 8
愛知県 3,138 148 1,341 97 344 44 1,797 51
三重県 496 22 357 20 32 4 139 2
滋賀県 360 11 203 9 38 3 157 2
京都府 511 20 310 15 55 4 201 5
大阪府 2,696 122 1,110 73 235 31 1,586 49
兵庫県 1,942 112 892 44 106 18 1,050 68
奈良県 563 4 318 1 31 0 245 3
和歌山県 132 7 85 4 21 3 47 3
鳥取県 99 2 44 1 7 0 55 1
島根県 93 3 62 3 7 1 31 0
岡山県 230 5 125 3 41 1 105 2
広島県 715 31 375 18 28 6 340 13
山口県 290 9 191 8 34 5 99 1
徳島県 79 1 38 1 17 1 41 0
香川県 196 4 129 4 36 4 67 0
愛媛県 168 2 101 2 54 2 67 0
高知県 57 3 32 2 13 2 25 1
福岡県 1,137 66 690 55 178 19 447 11
佐賀県 114 14 83 14 19 2 31 0
長崎県 279 16 160 12 23 4 119 4
熊本県 287 18 137 4 17 1 150 14
大分県 90 1 51 1 20 0 39 0
宮崎県 193 8 93 5 28 2 100 3
鹿児島県 204 12 124 9 10 3 80 3
沖縄県 285 23 118 14 35 6 167 9

　　※表中の「所得」は控除後所得額。

集中取組期間中の都道府県別結果

平成29年12月～平成30年1月の取組結果

対象者数 納付に結び付いた者数 継続して財産調査中の者数うち差押実施者数（再掲）



平成29年度　都道府県別強制徴収実施状況

＜参考２＞

（単位：件）

うち所得1,000
万円以上（※）

うち所得1,000
万円以上（※）

うち所得1,000
万円以上（※）

うち所得1,000
万円以上（※）

全国 103,614 8,134 66,270 4,547 14,344 866 80,446 6,715
北海道 2,415 180 1,532 115 444 28 1,835 164
青森県 809 62 492 32 170 7 795 60
岩手県 717 44 496 33 138 6 664 34
宮城県 1,581 56 861 22 258 6 1,246 51
秋田県 392 9 287 6 60 3 317 7
山形県 574 17 345 6 108 1 566 13
福島県 1,239 74 790 35 209 7 1,193 58
茨城県 2,091 149 1,427 78 386 14 1,607 122
栃木県 1,498 101 873 53 201 14 1,052 97
群馬県 1,724 73 1,009 30 247 3 1,058 69
埼玉県 7,401 361 4,361 243 1,150 85 6,454 425
千葉県 5,964 468 3,997 264 872 45 4,345 391
東京都 20,828 2,454 13,483 1,338 2,459 214 16,070 1,922
神奈川県 9,170 911 5,970 527 1,097 67 7,262 699
新潟県 1,027 47 659 30 173 4 658 39
富山県 679 14 366 10 115 1 543 12
石川県 629 25 404 16 115 5 437 18
福井県 431 26 265 16 132 3 327 22
山梨県 654 30 384 13 52 7 534 29
長野県 864 46 520 21 118 1 543 35
岐阜県 1,415 76 858 48 211 7 1,161 57
静岡県 2,862 147 1,876 81 334 21 1,961 124
愛知県 8,525 616 5,811 392 1,215 64 6,142 495
三重県 1,127 43 600 23 104 4 811 33
滋賀県 1,013 49 546 23 111 3 783 36
京都府 1,240 78 930 46 286 13 1,466 66
大阪府 6,850 600 4,660 318 889 70 5,521 540
兵庫県 3,978 349 3,017 237 544 31 2,862 243
奈良県 917 24 652 9 122 0 962 7
和歌山県 357 40 209 18 97 8 369 36
鳥取県 257 9 168 2 61 0 232 5
島根県 283 4 167 5 35 2 228 5
岡山県 1,078 52 569 23 115 1 747 37
広島県 1,735 96 1,244 58 144 12 1,309 76
山口県 812 45 510 16 113 7 623 34
徳島県 388 7 172 4 41 0 268 9
香川県 506 21 338 10 83 4 435 19
愛媛県 919 46 402 8 101 3 658 44
高知県 424 26 187 12 47 3 280 21
福岡県 2,903 224 2,001 126 482 36 2,297 189
佐賀県 524 55 275 21 84 5 429 53
長崎県 596 36 392 28 108 10 470 34
熊本県 1,031 93 578 44 104 5 776 72
大分県 521 37 256 18 81 10 398 32
宮崎県 649 39 392 15 76 3 447 30
鹿児島県 783 52 334 15 77 4 548 43
沖縄県 1,234 123 605 59 175 19 757 108

　　※表中の「所得」は控除後所得額。

完納者数強制徴収の実施状況（平成29年4月～平成30年3月分）

最終催告状 督促状 財産差押
（平成29年4月～平成30年

3月分）


